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   商 工 観 光 部 長  末 永 隆 光 

   商 工 政 策 課 長  宮 里 敏 郎 

   観光・スポーツ対策監   
              古 川 英 利 
   兼観光・シティセールス課長 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審  査  事  件  等 所 管 課 

陳情第６号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書の提出を求める陳情 商 工 政 策 課 

（所管事務調査） 市所有宿泊３施設の民間譲渡について 観 光 ・ シ テ ィ 

セ ー ル ス 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（川添公貴）それでは、ただいまより

企画経済委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付の資料のとおり

審査を進めたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありがとうございます。

異議なしと認めます。よって、お手元に配付の日

程のとおり審査を進めたいと思います。 

 次に、ここで２名の方の傍聴の申し出がござい

ますが、これを本職において許可いたします。 

 会議の途中にあって、傍聴の求めがありました

ときは、本職によって随時許可したいと思います。 

────────────── 

△陳情第６号 労働者保護ルールの改悪に

反対する意見書の提出を求める陳情 

○委員長（川添公貴）それでは、陳情第６号労

働者保護ルールの改悪に反対する意見書の提出を

求める陳情についてを議題といたします。 

 本陳情は、３月定例議会において、最終日に皆

さん方に配付してございます。よって、書記の朗

読は省略をしたいと思います。（巻末に陳情文書表

を添付） 

 なお、本日は当局において、本陳情に関する資

料を準備いただいております。 

 ですので、その準備していただいた資料につい

て、かいつまんで説明をお願いしたいと思います。 

○商工政策課長（宮里敏郎）それでは、陳情の

中にあります二つの法律案の現状について、補足

説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一

部を改正する法律案につきましては、３月１３日

に衆議院で受理され、同日、参議院でも予備審査

議案として受理されております。 

 ５月１２日に衆議院の厚生労働委員会に付託さ

れて、１５日から本格的な審議に入っているとい

うことでございます。 

 ２点目の労働基準法等の一部を改正する法律案

につきましては、衆議院に４月３日に受理されて、

また同日、参議院でも予備審査議案として受理さ

れております。現在、参議院で審議中ということ

になっております。 

 資料に基づきまして、若干御説明させていただ

きますけれども、まず１ページ目に、労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律等の一部を改正する法律案の概要に

ついてでございますけれども、あわせて別紙１の

ほうもごらんいただきたいと思いますが、主な点

だけ御説明いたしますと、まず１点目に派遣事業

の健全化がうたわれております。 

 全ての労働派遣事業をこれまでの届出制、許可

制から、全てを許可制にするというものでござい

ます。 

 ２点目に、派遣労働者の雇用安定とキャリアア

ップがうたわれております。 

 計画的な教育訓練や経営コンサルタンティング

を派遣元に義務づけする。派遣期間終了後の雇用

安定措置を、派遣元に義務づけするということが

記載されているようでございます。 

 また、派遣元の義務規定の違反に対しましては、

許可の取り消しも含めて厳しく指導ということも

記載してございます。 

 ３点目の派遣期間規制の見直しでございますが、

現行制度は秘書業務等の専門的な業務等、いわゆ

る２６業務について期間制限がかからず、その他

の業務について最長３年の期間の制限があるとこ

ろでございますが、これを廃止し、事業所単位あ

るいは個人単位での期間の制限が設けられ、派遣

先の同一事業者等における労働者の受入期間が最

長３年が上限となる。 

 ただ、それらを超えて受け入れる場合に、過半

数労働組合等からの意見聴取等がある場合につい

ては、それら３年以上の受け入れができるという

ことになっております。 

 ４点目に、派遣労働者の均等待遇の強化という

ことでは、派遣労働者と派遣先の労働者、これら

の均等待遇確保のための措置を強化するというこ

とが記載されているということでございます。 

 続きまして、２点目の労働基準法の一部を改正

する法律案の主な概要でございますけれども、こ

れは別紙の３をごらんいただきたいと思います。 

 主な点だけでございます。 

 まず１点目として、特定高度専門業務、成果型

労働制の創設ということで、職務の範囲が明確で

一定の収入、これ１,０００万円以上と記載してご

ざいますけれども、この労働者が高度の専門的知

識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康

確保措置等を講じること、それと本人の同意や委
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員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深

夜の時間割増賃金等の規定を適用除外するという

ものでございます。 

 ２点目として、中小企業における月６０時間超

の時間外労働に対する割増賃金の見直しでござい

ますけれども、月６０時間超える時間外労働に関

する割増賃金率について、中小企業への猶予措置

を廃止する。これは、３年後実施ということが記

載されているということでございます。 

 以上で担当課としての補足説明を終わります。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 この件に関しては、当局としてもなかなか政府

広報による情報でしか持ち得ないということなん

ですが、それを踏まえて御質疑をお願いしたいと

思います。 

 その後、委員間同士の自由討議をもって質疑を

していきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 それでは、どなたか、疑問点について御質疑は

ございませんか。 

○委員（成川幸太郎）当局のほうにお伺いした

いんですが、今回のこのいろんな改正という部分

については、公務員は適用除外になるんですか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）派遣の分につきま

しては、特に。労働基準法等の一部を改正する法

律の分で、（２）の月に６０時間を超える時間外労

働者に関する割増賃金のところについては、これ

は当然、公務員のところについても該当するとこ

ろでございまして、既に市の、市というか、公務

員の分については、この猶予措置というのをもう

外して、既にこういう割増賃金等についての取り

組み、これは実際は振りかえと、６０時間を超え

る部分について振りかえ措置をするか、あるいは

時間外手当にするかということについてを、職員

自体の意向も調査しながら対応するということに

ついては、もう既に取り入れているところでござ

います。 

○委員（成川幸太郎）もう一点、教えてくださ

い。 

 フレックスタイム制の見直しがあって、１カ月

間から３カ月間ということになっているんですけ

れども、今現在、市当局においてフレックスタイ

ム制を適用されている部署があるのか、もし１カ

月から３カ月まで延長できるということがあった

ときに、そういった市当局も３カ月間におけるフ

レックスタイム制の清算を導入される予定がある

んでしょうか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）フレックスタイム

制の導入については、所管が総務部になると思い

ますが、今、知り得ている範囲でフレックスタイ

ム制を導入している部署はないというふうに把握

しております。 

 以上です。 

○委員（杉薗道朗）派遣労働者の方々のいろい

ろな御苦労、それから課題等あるわけですけれど

も、当市、薩摩川内市における派遣労働者の方々

の実態と申しましょうか、ある程度、当局のほう

で把握されている部分があれば、もしくはそうい

う方々からの生の声的な部分というのが、何かも

し聞かれているようであれば、ちょっと御紹介い

ただきたいなというふうに思いますが、いかがで

しょうか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）派遣労働者の実態

については、当局のほうで現時点では、済みませ

ん、把握はしておりません。 

 もちろん生の声というのも、我々のほうで把握

している分は現時点ではございません。 

 以上です。 

○委員（杉薗道朗）例えば、労働基準監督署含

めて、いろんな意見交換会の場もあろうかと思い

ます。 

 特にこの問題にかかわらず、そういう中でもそ

ういった声とか、生的な声、間接的な声も、特に

は聞かれていないということで理解すればよろし

いですか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）労働基準監督署と

の定期的な会合というのはございませんが、雇用

等を担当しておりますハローワークさんのほうと

は、定期的に情報交換等をしてございますけれど

も、その中で派遣労働者のことについて御批判が

あったというのが、我々も直接御質問してないこ

ともありますけれども、そういう情報をいただい

ている分については今のところはございません。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。あ

りませんか。 

 当局に対しての質疑はないようですので、これ

より質疑を一時中止しまして自由討議に入りたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）それでは、御異議なしと
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認めます。 

 これより自由討議を行います。どなたでも御自

由に御発言方お願いします。 

○委員（江口是彦）この陳情書を見たときとい

うか、国会審議も今始まろうとしているんですが、

派遣労働のこの件に関しても、何か労働、働く現

場というか、派遣労働者の声とか、働く人の視点

に立った定義が抜けてるんじゃないかなという気

がしています。 

 報道等でインタビューを聞いていると、やっぱ

り現場の声としては非常に危機感を持っていらっ

しゃるというような思いがいたします。 

 それで、二つ目の労働基準法改正案もですけど、

長時間労働の抑制というか、これを実効的な具体

的な抑止策がないままにこれが改正されていくと、

非常にいろんな問題が出てくるんじゃないかなと

いう気がしております。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ただいまの、ほかに何か

自分の考え等、もしくは今の御意見に対しての御

意見はございませんか。自由討議です。 

○委員（瀬尾和敬）この陳情書の中に「過労死

や過労自殺が後を絶たない現状において」とこう

あるんですけど、具体的には相当な数、こういう

のはあるということですか、事実として。御存じ

の方がおられたら教えてもらいたい。 

○委員長（川添公貴）自由意見ですから、今の

御意見に対して何か資料を持ち合わせている方

が……。 

［「ちょっと」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）正確な数字ですか。 

○委員（成川幸太郎）大方ですけれども、ちょ

っと情報提供的な形で。 

 今、過労死の認定というのは非常に厳しい状況

であると思うんです。 

 いろんな形で裁判にしたりしている方がいらっ

しゃると思うんですけれども、現時点では、年間

１００名を超える過労死を認定された方がいらっ

しゃるというのは聞いております。 

 これはもう労災のほうで認定された過労死とい

うことですから、隠れた過労死も相当はいらっし

ゃるんだろうなとは思いますけれども、そう思い

ます。 

 私自身の意見としては、今のこの長時間労働が

起こり得る可能性というのは、現状でも非常に長

時間労働がされて、不払い残業になっている可能

性もあるので、そこら辺の現実を改善しながら、

やはりこの法律というのをつくっていくべきじゃ

ないかなと思ってますので、今の時点での労働法

改正というのは、ちょっと時期が早過ぎるんじゃ

ないかなというふうには考えております。 

○委員（杉薗道朗）江口委員のほうからもござ

いました、末端で働くこの派遣労働者の方々の生

の声が、どれほど吸い上げられているのかなとい

う部分に関しては、私もなかなか全てが吸い上げ

られて、その上でのこういう法案審議はどうなの

かなという部分も確かにあります。 

 ただ、それぞれに今まで過去２回も法案が廃案

になったということも踏まえて、さらなるやはり

中身をいい意味で改善と申しましょうか、それを

見ながら今審議が行われている最中でありますの

で、まだまだ補足する部分はあろうかなと思いま

すけれども、私個人としては、しっかりこの際、

いろんな課題点をお互いに審議を尽くしてやって

いただいて、この法律、成案を見れればなという

ふうに思います。 

 全て１００点満点でこれでよしとするものは、

なかなかできない部分があろうかと思いますけれ

ども、やはりそういう虐げられるといいましょう

か、声なき声を届けながら、しっかりしたものを

つくり上げていっていただければなというふうに

は思うところであります。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）企業の存続を図るために、

例えば正社員扱いをしない形の派遣労働者で、企

業としては企業をもたしているということですね、

そういうことでいいわけですよね。 

 それで、具体的にふと思ったことが、例えば昔、

ゴルフ場でキャディーさんというのは、そのゴル

フ場のお抱えの正社員だったけれども、それをキ

ャディーさんは一切もうゴルフ場で見ないと、派

遣会社から雇い入れる形にしているということに

して、しながら企業として存続を何とかしていこ

うと、また派遣されるキャディーさんもまたそれ

なりに、それによって働く場所を確保できている

という例もあります。 

 それと似たようなことにつながるのは、今度は

もっと違った企業では労働形態が違って、明らか

に残業を強制というわけじゃないでしょうけど、

せざるを得なくなるとか、そういうことにもつな



－6－ 

がっている、そういう認識でよろしいんでしょう

か。 

○委員長（川添公貴）私が知り得る限りでは、

小泉政権時代に労働の自由と、労働の形態の自由

化ということと、そういう中で派遣労働者の増大

が図られたという経緯があって、その後、企業が、

当時は１０年だったと思うんですけど、その間、

雇用できるというようなことで進められて、ただ

し派遣労働者によって企業の経営自体が助かると

いう面も、一面はあったやにも思いますけど、そ

れが中心であったんじゃなくて、労働者の多様な、

ちょうど高度成長期でしたから、多様な労働な窓

口を広げていきたいということで、アメリカ型の

雇用という形で導入されたとは思っています。 

 ですから、会社の都合のじゃなくて、個人の意

思でやるというのが始まりだとは思っています。 

 ほか、何かありませんか。 

 もう一つ、なければ、労働基準法の中で、月

６０時間の時間外労働に対する賃金の割増等とい

う改正があるんですけど、多分、今までは三六協

定等があって、それよりは厳しく企業側に求めて

いる内容ではあるやには思ってはいます。 

 なかなか１００％ということはあり得ないとい

うのが当たり前なんで、そういうことで、よりす

ぐれたものに近いのを討議されているんじゃない

だろうかとは思いますが。 

 皆さん方のほうで何かありませんか。 

 なければ、これで自由討議を終わりたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、ここで自由討議を終了し、質疑に返

します。 

 最後、何か御質疑はございませんか。ないよう

ですので、質疑はないものと認めます。 

 次に、委員外議員の方の質疑を認めます。 

○議員（佃 昌樹）ちょっと教えてもらいたい

んだが、派遣労働者が今回見直しをして、いろん

な規制を外していくということだけれども、派遣

労働者というのは組合を持ってないんですよね。 

 派遣労働者のための組合なんてないので、組合

のあるところはいいにしても、組合のないところ

の派遣労働者の実態といいますか、約２,０００万

近い２００万以下の非正規労働者がごまんといる

わけで、今回こういう見直しがされたわけですが、

果たして派遣の、一生涯派遣の状況が続くという

ことは考えられないのかどうなのか。 

 私どもとしては十分考えられるんだと、ますま

すふえるのかなというのがあるんだけど、労働関

係を所管をしている商工政策課としては、どのよ

うな受けとめ方をしているのか、政治的絡みもあ

るので答えにくいところもあるが、実態として、

じゃあ、薩摩川内市はどうなのかということにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

 労働基準法の改正については、これも前に進む

ような雰囲気みたいなものはあったにしても、な

かなかそうはなっていかない、ホワイトカラー・

エグゼンプションなんかで潰されました。 

 今回、特定の専門職とか技能職の方々、これが

２６から間口を広げて、またこれも規制緩和をや

ってきました。 

 緩和をやるごとにマイナスの方向に、一般の労

働者に対してマイナスの方向に進んでいくような

気もするわけです。 

 この法律自体が、雇用者が使いやすいようにで

き上がっているんじゃないかなという、そういっ

たふうにも受け取れるんですが、労働を担当する

課として、その辺の受けとめ方はどういう受けと

め方をしていますか、これも難しい問題ですけど

答えられたら答えてください。 

○委員長（川添公貴）法案自体に対する質問で

すので、その点は皆さん方、公務員ですので答弁

は結構です。 

 あともう一つ、派遣労働者のそういう関係で、

実態はどうなっているのかという質問がございま

したので、その点だけお答え願います。 

 なお、法案と、陳情ですから、条例は議会が審

査するので、議会が意見を言うべきであって、皆

さん方に求めていくことはできませんのでよろし

くお願いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）今ほど質問にござ

いました、市内の派遣労働者を雇っている企業等

の労働組合の状況についてということがあったと

思うんですけれども、そちらのほうについては、

当方のほうでその組合の組織状況については、現

時点では把握はしておりません。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○議員（佃 昌樹）先ほど労働基準法の問題に

ついて、これは担当課として前進なのかどうなの

かということを聞いたわけだけど、答える必要が

ないと委員長のほうが言いましたが、指導という
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面で労働基準監督署もあるんですが、担当課とし

て指導ということについて、今までずっとやって

こられたのかどうなのか、こういった労働基準法

に抵触するような問題についてですね、質問をか

えます。 

○商工政策課長（宮里敏郎）こういう労働関係

に対する指導等については、これは国、県のほう

でやっていただいているということで、市のほう

で直接そういう件で指導等をしてはおりません。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）次、委員外議員の方。 

○議員（井上勝博）派遣労働者は、やっぱりよ

く聞くのは、やっぱり派遣ではなく正社員を希望

するという方々が若い人でも多いわけですよね。 

 しかしながら、ハローワークに行くと派遣しか

ないということで、非常に困っているという声も

よく聞くわけです。 

 そういう点で、今回の労働派遣法の改悪、私は

改悪だと思うんですけれども、この派遣労働をず

っと企業で使い続けると、本来、派遣というのを、

派遣労働の使い方というのは、考え方としては繁

忙期、仕事が忙しいときに正社員ではとても仕事

ができないから、一時的に臨時的に派遣社員を雇

うと、そのために３年以上を超えた場合はやはり

正規社員を雇うべきなんだと、正社員にすべきな

んだというふうにされていたものですよね。 

 それを、いわば働く部門をかえれば、また派遣

労働者として使えるということになれば、結局、

企業はその派遣社員を使いやすくなるわけですの

で、正社員をどんどん減らして、派遣社員ばっか

りにしてしまうということになると思うんです。

それが私は本当に改悪だと思うんです。 

 それで、ちょっと聞きたいんですけど、いわば

公共施設を民間に指定管理者で委託したりしてい

るわけですけれども、そういったところで派遣労

働者を使っているというケースというか、そうい

う数字はつかんでいらっしゃるのか。 

 また民間の派遣労働が、どれだけ薩摩川内市内

で行われているのかについての調べる方法はない

のかどうか、把握する方法はないのかどうか、主

な企業だけでもピックアップして、どうなってい

るか実態を調べるということはできないのかどう

か、アンケートとかとれると思うんですよね、そ

ういうのはどうなんでしょうか。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）２点の質問でした。 

 先ほど、実態については報告がありましたので、

調査するかどうかということのほうで回答を、一

つのほうはお願いしたいと思います。 

 答弁を持ち合わせていらっしゃらなかったら、

その旨、お答え願えればそれで結構です。 

○商工政策課長（宮里敏郎）民間企業の派遣労

働者の雇用の実態については、これは本来、国、

県のほうで、実際、調査等をされていらっしゃる

べきだと思いますので、そういうところに情報提

供を求めるということは考えられると思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）企業実態調査票というの

が、たしか出ちょったかな、調査票がですね。 

○商工政策課長（宮里敏郎）指定管理の分につ

いての派遣の実態については、現時点では我々の

ところで把握はしておりません。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）井上議員、意見は結構で

す。質疑をお願いします。 

○議員（井上勝博）わかりました。 

 ちょっとやっぱり審議する際に、最低限のやっ

ぱりデータというか、そういうようなのは調べら

れるんであればやっぱり調べて、議員には情報提

供していただきたいなというふうに思います。そ

れができるかどうかということです、一つがです

ね。 

 それから、もう一つは、今まで原則８時間労働

ということで、８時間働き、８時間自分の時間に

使い、８時間睡眠をとると、こういう原則が確立

されて、日本の場合はそこら辺が曖昧にされたり

している面もあるんですが、しかし原則は原則と

してこういうものがあったわけです。 

 これをずっと、いわば高収入とはいえ

１,０００万以上の収入のある人については、残業

代はもう払わなくてもいいような雇用の形態をす

ると、この８時間労働制の原則そのものが壊れて

しまうんじゃないかというふうに思うんですが、

当局がちょっと考えていることを教えていただき

たいかと。 

 それから、よく小さく産んで大きく育てるとい

う言い方を財界がしていると、また竹中平蔵さん

もそういうことを発言していると、いわば年収を

最初は１,０００万で出発するけれども、しかしそ

れを徐々に切り下げていって、一般の労働者の中
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にもどんどん残業代ゼロというふうなことにして

いこうという、そういう狙いがあるみたいなんで

すが、そういうことが法的に可能なのかどうか、

それをやっぱり一々国会で審議しなくちゃいけな

いのか、それとも法律の中で規則か何かを変更す

ることによって、そういうことができるのかどう

か、そこら辺、把握していただいていれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（川添公貴）３点質問があったようで

ございますが、まず１点目は法案の中身に対する

質問でしたので、先ほどと同じようにこれは議会

が審議をすべきことであります。 

 それから、資料を提出すべきだということで、

今、手持ちの資料以外に出すものがあるとするな

らば答えていただきたい。 

 ですので、陳情というのは、議会、本来みずか

ら勉強して考えて結論を出すと、議会を責任を持

つというのが本筋ですので、その点について今こ

れ目いっぱい出していただいたとは思うんですが、

出す資料がありましたらお答え願いたい。 

 それから、国会審議についての、それから法案、

国会法案、国会審議、関連法令等についての質問

でしたので、多分答えは出ないと思いますので、

この点について回答する必要はありません。 

 以上、１点だけお願いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）資料の点につきま

しては、我々のほうで直接持ち得ている数字がご

ざいません。 

 ただ、必要であれば、国、県が持っているデー

タから、それを資料として出せる可能性はあると

思います。 

 現時点で我々が手元に持っている数字等は、資

料としてはございません。 

○委員長（川添公貴）今後、所管が本市の労働

者の方々の所管する所管ですので、次の９月議会、

１２月議会ごろまでに本市のいろんな労働実態と

かいうのが調査が可能であれば、国勢調査があり

ますので、そのときまでに企業実態調査票等がた

しかあったと思うんですけど、そこら辺も踏まえ

て出せるような資料があったら、そのとき、どう

いう労働者の方々の実態が把握がされているんで

あれば、９月、１２月ごろまでにお願いをしたい

と思います。 

 ほか、委員外議員の方で御質疑はございません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありがとうございます。

質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本陳情の取り扱いについて、御協議をお

願いをしたいと思います。 

 いかが取り計らいましょうか。御意見ありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御意見はありませんので、

これより討論、裁決を行います。 

 討論はございませんか。討論がございます。 

 それでは、反対討論はございませんか。 

 次に、賛成討論はございませんか。 

○委員（江口是彦）一応、本陳情に対して採択

すべきという考えで、賛成の討論をしたいと思い

ます。 

 それで、まず１点目ですけど、この法案が政府

の提案理由とか記者会見等を聞いていても、正社

員登用に効果があるというか、いうふうに言われ

てますけど、その辺が本当に実効性があるのか、

いろいろ反対意見で言われている派遣労働者への

置きかえがどんどん進んで、派遣労働者と正規労

働者の格差が広がっていくんじゃないかとかいう

ような気がいたします。 

 それから、もう一点、労働基準法改正ですけれ

ども、先ほどもちょっと述べましたように、長時

間労働の実効的な抑止策というのが見えない中で、

労働時間の規制を緩和していくとすれば非常に問

題が生じてくるんじゃないかと。とにかく今度の

法案というのは大幅な制度変更で、働く現場環境

も大きく変わっていく可能性がありますので、そ

こら辺を本当、現場の視点から、派遣労働者の視

点もしっかり踏まえて議論されていくべきだなと

いう思いがいたします。 

 以上で。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

 次、反対討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）次、賛成討論はありませ

んか。 

○委員（成川幸太郎）今回のこの陳情に対しま

しては、先ほども自由討議で申し上げましたよう

に、今、現状の労働者が置かれている状況という

のを非常に守るというよりも、この格差を拡大し

ていくことにもなりかねないというふうに、特に
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最近の若い労働者というのは、責任ある仕事とい

うのをやりたがらない傾向にあるんですけれども、

特定高度専門業務であるとか、成果型労働制が創

設されますと、１,０００万というとそこそこの仕

事をしている人たちでしょうが、これがいろんな

労働規制が撤廃されますと、そこにもなりたくな

いという方々もふえてくると、非常に労働意欲を

失うことにもなるんじゃないかと思います。 

 ぜひ、私は今回この陳情に対しては賛成をして

いただきたくて、皆さんに協力をお願いしたいと

思います。 

○委員長（川添公貴）次、反対討論はございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）賛成討論はございません

か。ありませんね。討論は終結いたしました。 

 これより採決を行いたいと思います。採決は起

立によって行います。 

 本陳情の趣旨を良として、採択すべきものと認

める方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（川添公貴）起立少数であります。よ

って、本陳情は不採択とすべきものと決定いたし

ました。 

 以上で陳情第６号の審査を終了いたします。 

────────────── 

△観光・シティセールス課の所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、観光・シティセー

ルス課の所管事務調査を行います。 

 準備方よろしくお願いします。よろしいですか。 

────────────── 

△市所有宿泊３施設の民間譲渡について 

○委員長（川添公貴）それでは、市所有宿泊

３施設の民間譲渡について、現状について当局の

説明をお願いいたします。 

○観光・スポーツ対策監兼観光シティ・セー

ルス課長（古川英利）お世話になります。 

 それでは、市所有３施設の民間譲渡に関します

現在の状況等について、説明をさせていただきた

いと思います。 

 この３施設につきましては、昨年１２月１日か

ら公募をいたしまして、期間を延長しながら３月

２０日まで募集をしたところですが、結果的に応

募者がありませんでした。 

 ２４日から、市長みずから、最後まで検討して

くださった事業者等に対するヒアリングも行った

ところでございますが、現在のところ東郷温泉ゆ

ったり館につきましては、２社と交渉をしている

状況でございます。 

 それから、里交流センターにつきまして、甑島

館につきましては１社と、そして下甑の竜宮の郷

につきましてはゼロ社ということで、営業的な問

いかけと、それから具体的な協議というところま

でいってる、それぞれ濃淡はございますが、特に

この中の甑島館につきましては、今１社に絞って

協議を進めておりまして、できましたなら６月議

会で譲渡先を提案いたしまして、御了解いただけ

るような、もう最後の最後の、今、詰めをやって

いるところです。 

 ヒアリングの内容につきましては、最後まで検

討していただいている中で、どうして最後踏み出

せなかったかというようなことも含めて協議をし

ておりますが、その中ではやはり最初のイニシャ

ル、初期投資、これに対する負担感、それから特

に甑島館などと竜宮の郷などは引き継いだ後の経

営的な見込み、この厳しさというところを非常に

慎重にお考えで、結局応募に至らなかったという

ことで承ったところです。 

 つきましては、最後に今申しました甑島館につ

きましては、何らかの形での特別的な措置が必要

ではないかということで、今まさにこの同時間に

庁内の議論も進めているところでございまして、

取りまとめ次第、６月議会の中で、また相談をさ

せていただきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上、宿泊３施設の譲渡にかかる状況報告につ

いては以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 この後、協議会を予定しています。 

 今、説明があった内容について御質疑を願いた

いと思います。 

○委員（杉薗道朗）１点だけ、里交流センター、

今、お話ありましたけれども、将来的には当然、

業をなす以上は、そこで利益が出てこなければ存

続も不可能なわけでありますけれども、ただ国定

公園になったという、この追い風的な部分という

のは、なかなかムードではそういう感じでしょう

けれども、実としてどうなのかなという部分もあ

ろうかなと思うんですが、そこらあたりは、この
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甑島館に関しましては業者の方、どのような感覚

をお持ちなのか、当局のほうでちょっと感じられ

た部分があれば、ちょっとお示しいただきたいと

思います。 

○観光・スポーツ対策監兼観光シティ・セー

ルス課長（古川英利）国定公園の指定は、非常

に大きな追い風になっております。 

 条件不利地域の代表的なこの経営環境の中で、

その会社がどういうことができるかというところ

から、甑島を知っていただく、あるいは住んでい

る方が頑張ろうとしていることは、高く評価して

いただいているところです。 

 一方で、損益計算考えますと、実質３月から

１１月までの集客期間、そのほかのシーズンオフ

の対応を考えると非常に厳しいということと、地

域でのやはり需要ということで、日常的な島民の

利用ということも踏まえると、なかなか損益分岐

には行かない部分があるんじゃないかというよう

なことも含めて、総体的に今考えていただいてい

るところです。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。もう一

回後で。 

○委員（江口是彦）なかなか甑島の二つについ

ても、里交流センターのほうはどうにか話が進め

られるんでしょうが、譲渡先が条件も含めて非常

に厳しいということは理解できるんですけど、今

後、下甑に関して言うと、やっぱり何十人という

お客を泊められるというのは、この竜宮の郷や長

浜の親和館ぐらいしかないんですよね。 

 あとは民宿といっても、２０人以上泊められる

ところはないというような中で、観光の受入基盤

の整備についても、竜宮の郷なんか重要な拠点施

設だと思うんですが、この譲渡先、見つからない

場合の今後の市としての活用策というか、どう今

の段階では考えておられるのか、指定管理方式を

まだ何か追求されるのかも含めてお聞かせくださ

い。 

○観光・スポーツ対策監兼観光シティ・セー

ルス課長（古川英利）私どもは、そこら辺も非

常に大切な話だと思っておりまして、結論的なこ

とを申しますと、あくまで宿泊施設として、今後

経営していただく方を探し抜いてみたいと思って

おります。 

 ６月議会には間に合いませんけれども、９月と

かに、もうぎりぎりになってでも相手を探すとい

うのを最後まで突き詰めていきたいと思います。 

 これが、もしの話で、どこもいなかった場合と

いうことなんですが、現時点では宿泊施設にこだ

わるやり方を模索したいと思っております。 

 実は、福祉施設でどうかとか、ほかの用途につ

いては打診がございますけれども、正式なもので

はございませんが、私どもとしてはあくまで甑島

における宿泊機能をもっと充実しないと、先ほど

ありましたけど、追い風をうまく乗れない、数が

足りないというところがございまして、あくまで

宿泊施設で、最後まで相手先を見つけ抜いてみた

いというふうな考え方でおります。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○委員（瀬尾和敬）甑が国定公園化されたとい

うことも、もちろんこれはいい、立派な追い風だ

と思いますが、直近に国民文化祭があるんですよ

ね。 

 それで、甑もやっぱり甑の生活と文化というこ

とで、恐らく全国からもお見えになると思うんで

す。 

 そういうときに、例えばそうやって宿泊施設と

かがないというのは、非常に困ることになるんじ

ゃないかと思うんですが、そういう意味で、今言

われたような強い意思を持って宿泊施設も何とか

維持、運営してくれるところを探していただきた

いという、そういう思いがあります。決意のほど

を。 

○観光・スポーツ対策監兼観光シティ・セー

ルス課長（古川英利）おっしゃるとおりでござ

います。 

 私どもは、今、事業者様と接触する際は、今、

市としてやっていること、例えば文化祭もそうで

すし、恐竜の専門屋を鹿島に置いたりとか、とに

かく甑のプロモーションということから接触を始

めまして、そこで経済ベースだけじゃなくて、そ

ういう地域をどうにかしようという意を酌んでい

ただくような方を探そうということで当たってお

ります。 

 今、下甑の場合であると、支所のほうにも誰か

いないか、出身者の方で紹介してくれというのを、

常に広くお声かけをお願いしているところであり

ますので、そういった意味でまだまだできること

はあると思っておりますので、もう少しお時間を

いただければと思います。 
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 以上です。 

○委員長（川添公貴）質問の背景が延び延びに

なっているということがあるんで、大体の目途、

目途として、いつまでにどうしたいということが

答弁ができるようであれば、そこを答弁していた

だきたい、もう一回ですね。 

○観光・スポーツ対策監兼観光シティ・セー

ルス課長（古川英利）できましたなら９月ある

いは１２月には、具体的に相手方を探したいと思

っております。 

 その相手方を探すに当たっての条件等について

も、るる庁内でもしてますが、とりあえずは、ま

ず６月議会には甑島館をちゃんと対策をとりまし

て、竜宮の郷については、できましたなら、９月

では、１社に今絞られているというような話がで

きるように頑張りたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）来年の３月まで契約があ

るということで、そういう交渉ができてされてる

んでしょうけれども、先ほど江口委員が言われた

ように宿泊施設として維持するということは、も

う絶対外さないでいただきたいと。これは本会議

でも言いましたように国定公園化なって、今そん

なに観光客を受け入れる施設がない中で、市営を

排除して民間に譲渡する、無償譲渡するけれども、

受入手がないから、じゃあ、結果的に福祉の人が

あったからということになると、国定公園になっ

た意味がもう本当なくなってしまう。これはぜひ

本会議でも言ったように、もとに、市営に戻して

でも維持していくという覚悟を、やっぱり持って

取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

○委員長（川添公貴）対策監、考え方を簡単に。 

○観光・スポーツ対策監兼観光シティ・セー

ルス課長（古川英利）議会でも御質問いただい

た部分でありますが、いずれにしても指定管理を

延ばすに当っても予算の提案、それから契約が切

れますので、再公募の手続等を考えると、９月に

は何らかの方針を出さないといけないと思ってお

ります。 

 そういう意味で、先ほど言いました９月議会ま

でには相手を探し抜く、あるいは１２月で対応す

るというようなスケジュールで今考えているとこ

ろです。 

○委員（成川幸太郎）今、９月までにはという

ことですけれども、本当、最終を９月ぐらいに絞

っていただいて、１２月にずれ込んだら、恐らく

受入手が対応できなくなってしまうということも

あると思いますので、引き継ぎ等を考えれば、

９月にはある程度の結論を出していただくような

提案をお願いしたいと思います。 

○委員長（川添公貴）必ず９月までにやれとい

う御意見でしたので、肝に銘じるように。 

 ほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の皆さんの御質疑はございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで協議会に切りかえたいと思います。 

         ～～～～～～～～～～     

         午前１０時５０分休憩     

         ～～～～～～～～～～     

         午前１０時５６分開議     

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（川添公貴）それでは、本会議に戻し

ます。 

 以上で市所有宿泊３施設の民間譲渡に係る観

光・シティセールス課の所管事務調査を終了いた

します。御苦労さまでした。 

 以上で日程の全てを終わりましたが、陳情第

６号に関する委員会報告の取りまとめについては、

委員長、副委員長に御一任いただくことで御異議

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り計らいたいと思います。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（川添公貴）以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 これで企画経済委員会を閉会いたします。本日

は御苦労さまでした。 
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受 理 番 号 陳情第 ６ 号 受理年月日 平成２７年 ３ 月１２日 

件 名 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書の提出を求める陳情 

陳 情 者 

薩摩川内市神田町１番１０号 

北薩ブロック平和運動センター 

議長 瀬戸 ちえみ 

要          旨 

政府は成長戦略の名の下、労働者保護ルールの改悪を打ち出している。これは、派遣労働の大幅な拡大、労

働時間や解雇の規制緩和、職業紹介事業の民間開放など、どれも労働者の生活を脅かす内容となっている。 

 労働者派遣法改正案は、臨時的・一時的な業務に限定し常用雇用の代替をしてはな 

らないという派遣労働の大原則を取り払い、派遣期間上限３年を外して無期限に派遣労働者を使い続けられる

ようにするものである。増え続ける派遣労働者の正社員への道を閉ざし、不安定雇用のまま「生涯ハケン」を

押し付けることになりかねない。 

 労働基準法改正案の一番の問題点は、労働時間、休日・深夜の割増し賃金の規定等を適用除外とする新制度

（特定高度専門業務・成果型労働制）の創設である。労働時間制度は、労働者を守る最低限のルールであり、

既に、労働時間を自分の裁量で管理できる立場にある上級管理職や研究者については裁量労働制が導入されて

いる。長時間過密労働がまん延し、過労死・過労自殺が後を絶たない現状において、更にこれらを助長しかね

ない労働時間規制を適用除外する新制度や裁量労働制の拡大は認めることができない。 

 労働者派遣法改正案は国会で二度も廃案になった。また、今回の労働時間規制を適 

用除外する新制度は、「残業代ゼロ法案」、「過労死促進法案」との批判にさらされ、法案提出ができなかった「ホ

ワイトカラー・エグゼンプション」と同じものである。 

 よって、次の事項の実現について、地方自治法第９９条の規定に基づき国の関係機関へ意見書を提出される

よう陳情する。 

 

記 

 

１ 労働者派遣法改正案を提出しない（撤回する）こと。欧州連合（ＥＵ）型の均等 

待遇原則を参考に、派遣労働者と正規労働者の間の均等待遇の確保を推進すること。 

２ 労働基準法改正案を提出しない（撤回する）こと。労働時間（時間外労働）の上限規制や勤務間インター

バル規制（２４時間につき最低連続１１時間の休息時間を確保する規制）等を導入して、長時間労働を抑制

し不払い残業を根絶すること。 
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